
平成 年 月 日 火曜日

山
生

介
護居氏称

山 口 県

土土
○
教山

（定期）報

○
告生浸

○
公大 毎

第 号

の
所
在
地

口
県
告
示
第
百
八
十
二
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出

委
告
示

口
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定

告 目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

水
想
定
区
域
の
指
定
（
七
件
）
（
河

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

週
火
・
金
曜
日
発
行

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

川
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

平 成 年
月 日

（火曜日）

ピ
ー
ア
ー
ル

丁
目
一
一
番

七
号

山
口
県
厚
生
農

業
協
同
組
合
連

合
会

山
口
市
小
郡

郷
二
一
三
九

有
限
会
社
参
輪

岩
国
市
周
東

下
久
原
一
〇

三
の
七

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
ア
イ

防
府
市
桑
山

有
限
会
社
参
輪

岩
国
市
周
東

下
久
原
一
〇

三
の
七

医
療
法
人
新
生

会

〃

多
田

丁
目
一
〇
一

五

山
口
県
告
示
第
百
八
十
三
号

株
式
会
社
ア
イ

ピ
ー
ア
ー
ル

防
府
市
桑
山

丁
目
一
一
番

七
号

山
口
県
厚
生
農

業
協
同
組
合
連

合
会

山
口
市
小
郡

郷
二
一
三
九

二

ピ
ー
ア
ー
ル
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
え
が
お

の
森

丁
目
一
一

七
号

下

周
東
総
合
病
院

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
い

ち
ご

柳
井
市
古

一
〇
〇
〇

町二

あ
い
薬
局
徳
山

店

周
南
市
河

八
番
三
号

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

日

山
口

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

二

株
式
会
社
ア
イ

防
府
市
桑

町二

あ
い
薬
局
徳
山

店

周
南
市
河

八
番
三
号

三の

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
さ
く

ら
ん
ぼ
玖
珂
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

岩
国
市
玖

五
〇
四
五

〇

二二

株
式
会
社
ア
イ

ピ
ー
ア
ー
ル
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
え
が
お

の
森

防
府
市
桑

丁
目
一
一

七
号

下

周
東
総
合
病
院

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
い

ち
ご

柳
井
市
古

一
〇
〇
〇

一

番
二

防
訪
問

介
護

三
、

開
作

の
一

介
護
予

防
訪
問

看
護

〃

二
、

東
町

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

平
成
二
〇
、

四
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地山
二

介
護
予

平
成
二
一
、

東
町

居
宅
療

養
管
理

指
導

平
成
二
〇
、

四
、

珂
町
の
二

通
所
介

護

〃

七
、

山
二

番
二

訪
問
介

護

平
成
二
一
、

三
、

開
作
の
一

訪
問
看

護

〃

二
、

一〃〃 、 〃〃 一〃

告

示



平

水

成 年 月 日 火曜日

大山

山 口

屋宮

（定期）県 報

当
部
河河名

第 号

医
療

会山
水

つ
い

防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

大

内

川

水

系

内
川

左
岸

熊
毛
郡
平
生
町
大
字

右
岸

熊
毛
郡
平
生
町
大
字

口
県
告
示
第
百
八
十
五
号

屋

代

川

水

系

代
川

左
岸

大
島
郡
周
防
大
島
町

右
岸

大
島
郡
周
防
大
島
町

宮

崎

川

水

系

崎
川

左
岸

大
島
郡
周
防
大
島
町

右
岸

大
島
郡
周
防
大
島
町

該
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た

川
課
及
び
柳
井
土
木
建
築
事
務
所

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日区

川
の称

上

法
人
新
生

〃

多
田
三

丁
目
一
〇
一
の

五

デセらア

口
県
告
示
第
百
八
十
四
号

防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
。

九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項

宇
佐
木
字
栗
屋
田
九
三
六
番
一
地
先

宇
佐
木
字
山
辺
五
二
八
番
四
地
先

大
字
東
屋
代
字
保
慶
二
七
七
三
番
三

大
字
東
屋
代
字
沖
ノ
田
一
二
二
三
番

大
字
久
賀
字
横
田
西
二
二
三
九
番
一

大
字
久
賀
字
横
田
東
一
七
一
四
番
二

場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
示

に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

山
口
県
知

流

端

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
さ
く

ん
ぼ
玖
珂
ケ

セ
ン
タ
ー

岩
国
市
玖
珂
町

五
〇
四
五
の
二

〇

九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川
に

河
口

地
先

五
地
先

河
口

地
先

地
先

河
口

す
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建
築

事

二

井

関

成

間

下

流

端

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

七
、

〃

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川
に

山
口
県
告
示
第
百
八
十
六
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定

当
該
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸

部
河
川
課
及
び
山
口
土
木
建
築

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四

富
田
川

川
上
ダ
ム

夜

市

川

水

系

夜
市
川

左
岸

周
南
市
大
字

右
岸

周
南
市
大
字

上

佐

波

川

水

系

島
地
川

左
岸

周
南
市
大
字

右
岸

周
南
市
大
字

富

田

川

水

系

つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定

当
該
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸

部
河
川
課
及
び
周
南
土
木
建
築

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四区

河
川
の

名

称

律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第

し
た
。

水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

日

山
口

湯
野
字
中
向
田
一
八
九
番
一
地
先

湯
野
字
中
小
串
原
三
八
六
三
番
一
地
先

流

夏
切
字
才
金
九
九
〇
番
地
先

垰
字
四
ツ
辻
二
〇
三
番
一
地
先

し
た
。

水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

日

山
口

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川

を
示
す
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

。県
知
事

二

井

関

成

河
口

河
口

端

下

流

端

佐
波
川
へ
の
合
流

点

を
示
す
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

。県
知
事

二

井

関

成

間 二

に築 築



平成 年 月 日 火曜日

部
河河名

山 口 県

井山
水

つ
い当

（定期）報

今

第 号

河名南

川
課
及
び
下
関
土
木
建
築
事
務
所

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日区

川
の称

上

川

棚

川

水

系

関
川

右
岸

山
口
市
阿
知
須
字
彦

口
県
告
示
第
百
八
十
七
号

防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
。

該
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た

幸

之

江

川

水

系

津
川

左
岸

山
口
市
江
崎
字
水
分

右
岸

山
口
市
江
崎
字
水
分

井

関

川

水

系

左
岸

山
口
市
阿
知
須
字
壱

区

川
の称

上

南

若

川

水

系

若
川

左
岸

山
口
市
鋳
銭
司
字
矢

右
岸

山
口
市
鋳
銭
司
字
大

に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

山
口
県
知

流

端

地
山
一
九
七
六
番
一
地
先

九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項

場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
示

四
二
三
〇
番
六
地
先

四
二
二
四
番
地
先

丁
田
七
七
〇
七
番
三
地
先

流

端

ケ
原
五
四
六
四
番
地
先

歳
三
七
七
一
番
一
地
先

事

二

井

関

成

間

下

流

端

河
口

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川
に

す
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建
築

幸
之
江
川
へ
の
合

流
点

間

下

流

端

河
口

当
該
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸

部
河
川
課
及
び
長
門
土
木
建
築

木
屋
川
ダ
ム

山
口
県
告
示
第
百
八
十
九
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定

上

木

屋

川

水

系

左
岸

長
門
市
俵
山

右
岸

長
門
市
俵
山

木
屋
川

つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定

当
該
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸

部
河
川
課
、
下
関
土
木
建
築
事

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四区

河
川
の

名

称

川
棚
川

左
岸

下
関
市
豊
浦

右
岸

下
関
市
豊
浦

山
口
県
告
示
第
百
八
十
八
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第

し
た
。

流

字
着
ノ
原
五
三
〇
二
番
地
先

字
榎
田
五
二
六
三
番
二
地
先

し
た
。

水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

務
所
及
び
長
門
土
木
建
築
事
務
所

日

山
口

町
大
字
川
棚
字
一
の
瀬
三
一
〇
九
番
三

町
大
字
川
棚
字
懸
七
〇
九
番
一
地
先

律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第

三

を
示
す
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

。

河
口

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川

端

下

流

端

左
岸

長
門
市
俵

山
字
石
原
四

一
五
五
番
地

先

右
岸

下
関
市
豊

田
町
大
字
地

吉
字
向
原
沖

九
七
三
番
三

地
先

を
示
す
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建

に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

間

地
先

河
口

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川

築 に 築 に



平成 年 月 日 火曜日

河名阿

山 口

山
水

つ
い当

部
河

（定期）県 報

深三

第 号

河名

区

川
の称

上

阿

武

川

水

系

武
川

阿
武
川
ダ
ム

口
県
告
示
第
百
九
十
号

防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
。

該
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た

川
課
及
び
萩
土
木
建
築
事
務
所
に

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

川
川

右
岸

長
門
市
深
川
湯
本
字

三

隅

川

水

系

隅
川

左
岸

長
門
市
三
隅
上
字
桜

右
岸

長
門
市
三
隅
上
字
神

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日区

川
の称

上

深

川

川

水

系

左
岸

長
門
市
深
川
湯
本
字

流

端

九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項

場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
示

お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

山
口
県
知

四
ノ
瀬
一
九
八
一
番
二
地
先

久
保
八
七
六
番
一
地
先

田
四
九
六
番
一
地
先

山
口
県
知

流

端

に
し
免
一
五
八
五
番
一
地
先

間

下

流

端

河
口

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川
に

す
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建
築

事

二

井

関

成

河
口

河
口

事

二

井

関

成

間

下

流

端

一
、
四
六
三
平
方
メ
ー
ト

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

株
式
会
社
九
州
明
屋
書
店

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

名
氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
九
州
明
屋
書
店

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

明
屋
書
店

所
在
地

下
関
市
伊
倉

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置

名

称

公

（
一
三
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

か
ら
同
年
八
月
十
四
日
ま
で
の

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

橋
本
川

阿
武
川
か
ら
の
分
派

明
木
川

左
岸

萩
市
大
字
明

右
岸

萩
市
大
字
明

ルの
配
置
に
関
す
る
事
項

愛
媛
県
松
山
市
湊
町
四
丁
目
一

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は

住
愛
媛
県
松
山
市
湊
町
四
丁
目
一

を
す
る
日

日舗
面
積
の
合
計

日

山
口

及
び
所
在
地

新
下
関
店

新
町
二
丁
目
二
〇
一
一
の
五

す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

住

告

立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

し
ま
す
。

点木
字
山
下
一
四
七
一
番
二
地
先

木
字
金
焼
一
七
八
三
番
一
地
先

の
一
九

安
藤

大
三

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の

所

代
表
者
の
氏

の
一
九

安
藤

大
三

県
知
事

二

井

関

成

代
表
者
の
氏
名

所

代
表
者
の
氏

よ
る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

類
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
十
四

及
び
下
関
市
観
光
産
業
部
商
工
振

河
口

阿
武
川
へ
の
合
流

点
四

氏名 名 の日興

公

告



平成

区〃〃

年 月 日 火曜日

土
改
良

一
岩

山 口 県

八（
一

（定期）報

七

第 号

〃〃

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

国
市
麻
里
布
土
地
改
良

理

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ

午
前
七
時
か
ら
午
前
九
時
ま
で

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

三
一
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

七
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
九
州
明
屋
書
店

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

駐
車
場
の
収
容
台
数

五
〇
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

三
八
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

前
川

忠
雄

〃

昭

今
中

光
雄

〃

山

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

別

氏

名

住

事

助
田

典
三

岩
国
市
立

ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時

名
及
び
住
所
の
届
出

方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

開
店
時

午
前
九

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
三
十
分
ま
で

数

和
町
二
丁
目
四
番
二
〇
号

手
町
一
丁
目
一
三
番
一
五
号

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

二

井

関

成所

石
町
四
丁
目
一
四
番
一
五
号

間
帯

び
閉
店
時
刻

刻

閉
店
時
刻

時

午
後
一
二
時

〃 〃〃〃〃〃〃〃〃
土
地
改
良
区
の
名
称

岩
国
市
麻
里
布
土
地
改
良

区〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃
二

退
任
し
た
役
員

〃〃〃〃〃〃〃

〃

村
田

壽
雄

〃

〃

米
子

和
生

〃

〃

金
廣

秀
春

〃

〃

村
本

勝
行

〃

〃

石
田

武
志

〃

〃

森
中

弘

〃

監

事

中
村

雄
三

〃

〃

井
原

男

〃

〃

蔵
重

精
一

〃

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

助
田

典
三

岩
国

〃

前
川

忠
雄

〃

〃

今
中

光
雄

〃

〃

林

生

〃

〃

細
川

俊
夫

〃

〃

松
本

信
男

〃

〃

森
岡

文
人

〃

〃

金
廣

章

〃

〃

森
中

弘

〃

監

事

中
村

雄
三

〃

〃

井
原

男

〃

〃

蔵
重

精
一

〃

〃

村
田

壽
雄

〃

理
事

〃

林

生

〃

〃

細
川

俊
夫

〃

〃

松
本

信
男

〃

〃

森
岡

文
人

〃

〃

米
子

和
生

〃

〃

金
廣

秀
春

〃

〃

村
本

勝
行

〃

五

今
津
町
四
丁
目
一
三
番
三
号

今
津
町
二
丁
目
七
番
四
二
号

川
口
町
二
丁
目
一
番
四
一
号

川
口
町
一
丁
目
二
番
一
六
号

元
町
四
丁
目
七
番
四
号

山
手
町
一
丁
目
一
三
番
一
九
号

山
手
町
二
丁
目
一
八
番
一
八
号

室
の
木
町
四
丁
目
三
番
三
四
号

砂
山
町
二
丁
目
七
番
一
七
号 所

市
立
石
町
四
丁
目
一
四
番
一
五
号

昭
和
町
二
丁
目
四
番
二
〇
号

山
手
町
一
丁
目
一
三
番
一
五
号

立
石
町
四
丁
目
一
三
番
二
一
号

室
の
木
町
二
丁
目
七
番
四
一
号

室
の
木
町
三
丁
目
五
番
二
八
号

立
石
町
一
丁
目
二
番
二
一
号

桂
町
一
丁
目
一
番
七
号

山
手
町
一
丁
目
一
三
番
一
九
号

山
手
町
二
丁
目
一
八
番
一
八
号

室
の
木
町
四
丁
目
三
番
三
四
号

砂
山
町
二
丁
目
七
番
一
七
号

今
津
町
四
丁
目
一
三
番
三
号

立
石
町
四
丁
目
一
三
番
二
一
号

室
の
木
町
二
丁
目
七
番
四
一
号

室
の
木
町
三
丁
目
五
番
二
八
号

立
石
町
一
丁
目
二
番
二
一
号

今
津
町
二
丁
目
七
番
四
二
号

川
口
町
二
丁
目
一
番
四
一
号

川
口
町
一
丁
目
二
番
一
六
号



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口

り
、

北

（定期）県 報

柳
井

山
山

第 号

（
一土

次
の土た十

一
年
四
月
十
四
日
印
刷

十
一
年
四
月
十
四
日
発
行

次
の
無
形
民
俗
文
化
財
を
山
口
県

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

名

称

浦
地
方
の
サ
バ
ー
送
り

サ

市
土
地
改
良
区

北
町
地
区

か
ん
が
い

教

育

委

口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三

口
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四

三
二
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

地
改
良
事
業
を
行
っ

者
の
名
称
又
は
氏
名

事
業
の

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定山

保

持

名

称

バ
ー
送
り
保
存
会

長

排
水

平
成
二
〇
、
一
二
、
一

員

会

号
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
）
第

完
了
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
知

名
称

工
事
着
手
時
期

庁事
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

団

体

事

務

所

の

所

在

地

門
市

〇

平
成
二
一
、

二
、
二
七

三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

工
事
完
了
時
期

六

教

育

委

員

会


